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　災害による被害を少しでも軽減するために、自分の命は自分で守る「自助」、地域の安全は地
域で守る「共助」とともに、行政が行う防災対策である「公助」が防災・減災の基本になります。
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はじめに

防災・減災の基本

洪　水

　  内水氾濫と外水氾濫

　  大雨によって想定される被害

　  土砂災害の種類

　「岸和田市総合防災マップ」は、市民の皆さんが地域の防災を考えるため
に役立つ情報をまとめたものです。もしもの時に少しでも被害を軽減する
ため、岸和田市で想定される災害と被害を知り、対策を考え、実際にでき
ることから取り組んでみましょう。

岸和田市で
想定される災害

洪　水 土砂災害

がけ崩れ（急傾斜地の崩壊） 土石流 地すべり

高　潮

地震（揺れによる建物の倒壊等） 津　波 液状化

台風による大雨や局地的
大雨、集中豪雨等により、
河川の氾濫が発生しま
す。

■ 住民の役割

■ 事業所の役割

●協力して消火・救出活動
●地域防災活動の推進

■ 行政の役割
●防災マップ等の作成および公表
●被害想定・被害軽減策の検討
●地域防災体制の仕組みづくり

■ 住民の役割
●落ち着いて自分の身を守る
●家族を守る
●地域の地震や洪水について知る
●防災知識を身につける
●災害・被害情報の収集

●顧客、従業員等の安全確保
●地域との助け合い

山やがけ地では大雨等
による土砂災害が発生
します。

台風等の強い低気圧に
より、海沿いの地域で
は高潮による被害が発
生します。

上町断層帯による地震や南海
トラフ巨大地震が発生すると、
岸和田市内全域で建物の倒壊
等大きな被害を及ぼします。

ため池
ため池の整備規模を上回る大
雨や大地震が発生した場合、
ため池の堤体が損傷を受け、
ため池の氾濫が発生します。

南海トラフ巨大地震が発
生した場合、海沿いの地
域では津波による被害が
発生します。

地震の揺れにより液状化が
起こり、マンホールが浮き
上がったり、建物の倒壊や
道路の陥没が発生します。

「がけ崩れ」は斜面が突然崩れ落ちる
災害です。崩れた土砂は、斜面の高さ
の2～3倍も離れたところまで届く
ことがあります。

山腹や川底の石や土砂が、長雨や集
中豪雨等の大量の水と一緒になって
津波のように襲ってくるものを「土
石流」といいます。

地面は地質の異なる層が積み重なっ
ています。地下水等がすべりやすい
層にしみ込み、そこから上の地層が
すべり落ちるのが「地すべり」です。

協力・補完

一人一人の
自覚に根ざした

自助
「自分の命・財産は自分で守る」

「隣近所での協力」

地域コミュニティ
等による

共助
行政による

公助
「岸和田市が進める防災対策」

道路の冠水 床下・床上浸水 家屋の倒壊

エンジンが停止したり、ドアが
開かない等、車内から出られな
いことがあります。

流れ込んでくる水は泥水であり、水が引いた後
も土砂や汚泥が堆積するため、片付けが大変で
す。

河川沿いやため池の近くでは、
家屋が倒壊する可能性があり、
命の危険性もあります。

内水氾濫

大雨によって、河川の水位が上昇することで下水道や水路
からの排水ができなくなり、マンホールや側溝・水路等か
ら水があふれる現象です。

外水氾濫

大雨によって、河川を流れる水が大幅に増え、堤防が決壊
したり、堤防から水があふれたりすることにより、水が流
れ出す現象です。
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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について

土砂災害
警戒区域
土砂災害の

おそれがある区域

●情報伝達、警戒避難体制
　の整備
●警戒避難に関する事項
　の住民への周知

土砂災害
特別警戒区域
建築物に損壊が生じ、
住民に著しい危害が
生じるおそれがある区域

●特定の開発行為に対する許可制
　対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●勧告による移転者への融資、資金の確保
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